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             国際意匠操作説明書 
 

 

 平成２７年５月１３日より、「ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願」が可能 

 となりました。 

 

 これは、意匠のマドプロ版に近いものと言えます。 

 ＫＥＭＰＯＳにおいては出願国を WIPO とする「WO 意匠」（内外出願）及び、WIPO 経由で日本を指定 

 して出願された「意匠(WO)」「関連意匠(WO)」（外内出願）として扱えるように対応致しました。 

 

 以下、それぞれについて説明してゆきます。 
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（１）国際意匠（内外） 

 

以下は内外国際意匠「WIPO 国際事務局への出願」の説明です。 

 

・出願書類は WIPO 国際事務局へ直接提出（直接出願）又は日本国特許庁を通じて提出（間接出願） 

 することができます。 

 

１．出願種別 

 WO 意匠 

 

２．国際出願 

 出願書類（英語で作成。） 

 国際出願日 

 国際出願番号（付与されない） 

 優先権主張 

 新規性喪失の例外の適用 

 

３．国際登録 

 国際登録日（国際出願日と同一） 

 国際登録番号 

 

４．国際公表 

 ４－１．即時公表 

 ４－２．国際公表延期請求 

 ４－３．国際公表 

 

５．指定国ファイルの作成 

 ５－１．WO 意匠分割 

  指定国出願分類の設定 

 ５－２．保護容認通知 

 ５－３．拒絶通報 

 ５－４．拒絶の取下げ 

 

６．年金納付 
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・「日本国特許庁を通じて出願された国際出願（間接出願）」については以下の条文で規定されています。 

（６０条の３第１項、６０条の３第２項）の説明です。 

 

第六章の二 

ジュネーブ改正協定に基づく特例 

第一節国際登録出願 

（国際登録出願） 

第六十条の三 

日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあつては、営業所）を有する外国人は、特許庁 

長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定（以下「ジュネーブ改正協定」と 

いう。）第一条に規定する国際出願（以下「国際出願」という。）をすることができる。 

 

この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願を 

することができる。 

 

２ 前項の規定による国際出願（以下「国際登録出願」という。）をしようとする者は、経済産業省令 

で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。 
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１．出願種別 

 

 ・国際意匠用の出願種別「WO 意匠」を追加します。 

  ＰＣＴ、マドプロと同様 WIPO への意匠出願として扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出願種別：330 

出願国：WIPO 

種別名：WO 意匠 

存続期限：登録日より１５年 

年金起算日：国際登録日 

初回納付年：５年 

年金納付年：５年 
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２．国際出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・国際出願の入力です。 

 ・出願種別は「WO 意匠」で、内外区分は「内外」となります。 

 

 ・国際出願の経過入力画面です。 
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 ・国際出願入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・WIPO への出願言語は「英語」です。 

 ・意匠数項目を追加しています。 

 

 ・関連出願の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・指定国を入力します。関連区分は「指定(WO 意匠)」で入力します。 

 ・マドプロと異なり事後指定はできません。出願時に全て指定する必要があります。 

 



7 

 

 

３．国際登録 

 

 ・国際登録の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・納付年数には「５」が自動的にセットされます。５年納付したものとみなします。 

 ・国際登録日は国際出願日と同一です。年金期限の起算日となります。 

 

 ・国際登録入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限がセットされます。（国際登録日から１５年） 

 ・年金起算日・納付年及び次回年金期限がセットされます。 
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４．国際公表 

４－１．即時公表請求 

 ・即時公表請求の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２．国際公表の延期請求 

 ・公表延期請求の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・公表の延期は指定国が定めている延期期間のうち最短の期間に限り可能。 

  例えば「EU（30 月）とシンガポール（延期不可）」を指定した場合、延期不可となります。 
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４－３．国際公表 

 ・国際公表の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・指定国官庁が拒絶の通報を行うことができるのは、国際公表から６月又は１２月。 

  日本の場合は１２月を指定。 
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５．指定国ファイルの作成 

５－１．WO 意匠分割 

 ・WO 意匠分割の入力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・法的手続きではありません。親の WO 意匠をコピーして子の指定国ファイルを作成する手続き 

  となります。ＰＣＴ、ＥＰＣ、マドプロ等で設けているものと同様なものです。 

 

 ・指定国出願分類の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・複数の出願種別のある出願国の場合、先頭の出願種別の「指定国出願分類」にコピーで作成 

  される出願台帳に出願種別を指定しておきます。 
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５－２．保護容認通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・保護容認通知は指定国官庁から WIPO に送られます。するかしないかは指定国官庁の裁量に 

  よります。 
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５－３．拒絶通報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・指定国官庁には、自国の基準を満たしていない場合には保護の効果を拒絶することが認められて 

  います。 

 

 ・拒絶通報が可能な期間は、国際公表から６月又は１２月です。 

  この期間は指定国により異なります。 
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５－４．拒絶の取消 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・拒絶の通報後に指定国官庁に対して意見書・補正書等を提出し拒絶が解消した場合には 

  拒絶の通報を行った官庁は、WIPO に対して拒絶を取り下げる通報を行います。 
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６．年金納付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・国際意匠は国際登録の日から５年間有効であり、その後更新手続きにより５年毎の更新が 

  可能です。したがって、最初の年金は６から１０年度分を納付します。 

 

 ・年金納付後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・納付年及び次回年金期限が更新されています。 
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（２）国際意匠（外内） 

 

以下は「外国の締約国から日本を指定して行う国際出願。」の説明です。 

 

（国際出願による意匠登録出願） 

第六十条の六 

日本国をジュネーブ改正協定第一条に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に 

係るジュネーブ改正協定第一条に規定する国際登録（以下「国際登録」という。）についてジュネーブ 

改正協定第十条の規定による公表（以下「国際公表」という。）がされたものは、経済産業省令で定め 

るところにより、ジュネーブ改正協定第十条に規定する国際登録の日（以下「国際登録の日」という。） 

にされた意匠登録出願とみなす。 

 

・KEMPOS での入力手続きの概要の説明 

 

 1.外国の締約国から日本を指定して行う国際出願の手続きは、国際事務局と特許庁との間で行なわ 

  れるため、拒絶にならなかった場合は、国内段階での手続きは必要としない。 

 →この場合は、出願台帳に登録する対象とはならないため、ＫＥＭＰＯＳに入力する必要はない。 

 

 2.特許庁が拒絶の理由を見いだし、その旨を国際事務局に通報した場合、国際事務局は締約国の 

  名義人に対して、その旨を通知する。名義人は指定国の代理人を通じて、拒絶に対して対応し 

  てゆくことになる。これを「拒絶の通報」という。 

 →この場合、締約国の名義人からの依頼があって、拒絶理由に対する応答手続きを行う。 

  この段階で国内商標出願の新規の台帳を作成する。 

  この出願台帳は「意匠(WO)」で登録する。意匠(WO)は「出願種別=135」として新規登録する。 

  最初に基礎情報としての国際登録及び国際公表の入力を行う。 

   

   

  上記国際登録は外国出願の国際意匠(WO 意匠）におけるものとは異なるものとなる。 

  （手続日を国際登録日と同時に出願日にも転記するようにする：国際出願） 

 

  次に「拒絶通報」の入力を行う。これは特許庁から国際事務局への「拒絶の通報」の日付である。 

  以降の手続きは、国内意匠に対するものと同等のものとなる。 

  この場合の意見書の期限は国内 60 日、外国 3 か月である。 

 

 3.最終的に拒絶が確定した場合には、消滅を入力してこの件を終了する。 

  通常は「承服」ということで入力することになると思われるが、消滅のなかで適切なものを 

  選択するようにする。 

 

  拒絶査定が確定した場合には、「個別指定手数料の返還請求」ができる。 

  これは、拒絶査定から６か月以内に行うことが必要である。 
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 4.拒絶理由が解消して保護が確定した場合、国内代理人の仕事は一旦そこで終了となる。 

 

（意匠権の設定の登録の特例） 

第六十条の十三 

国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条 

第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定 

又は審決」とする。 

 

設定登録という手続きは存在する。 

  この設定登録は以下の点が通常の国内意匠と異なる。 

 

  ○新たに登録番号は付与されず、「国際登録番号」が登録番号と見なされる。 

 

  ○年金納付は、WIPOで一括して行うため指定国（日本）での年金納付はない。 

 

  以後、登録公報に掲載される。これについては国内意匠と同様。 

  これ以降、国内代理人が関与する手続きはない。 
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１．出願種別 

 

 ・国際意匠(外内)の出願種別は「意匠(WO)」及び「関連意匠(WO)」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・意匠(WO)の入力手続きです。 
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 ・意匠(WO)の期限設定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・関連意匠(WO)の設定画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・手続き及び期限に関しては、意匠(WO)と同様です。 
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２．受任 

  受任は、拒絶通報への対応から始まります。 

  最初に国際意匠の基礎情報を入力し、拒絶通報・代理人受任届けを入力します。 

 

２－１．新規入力 

 

 ・国際意匠(外内)の新規入力の画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・出願種別は「意匠(WO)」を選択します。 

 ・出願人及び代理人（出願人直接の場合は不要）を入力します。 

 

 ・関連出願画面です。 

 

 

 

 

 

 

 ・関連種別「親 WO 意匠」で国際意匠の基礎出願を入力しておきます。 

  これは期限管理には影響はありません。 
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２－２．国際登録 

 

 ・最初に基礎情報である「国際登録」の入力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「国際登録」入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「国際登録日」「国際登録番号」がセットされています。 

 ・「出願日」に国際登録日がセットされています。 

国際登録日に出願されたものとして、扱われます。 
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３．拒絶通報 

３－１．拒絶通報 

 ・拒絶通報を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・拒絶通報は特許庁から WIPO 宛になされる手続きですが、意見書期限の起算日となりますので 

  入力して、期限管理を行います。 

 

 ・拒絶の通報は国際公表から１２か月以内に行われます。 

 

 ・拒絶通報入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「意見書」期限が設定されています。 
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３－２．代理人受任届け 

 ・代理人受任届を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３．意見書 

 ・意見書の入力 
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３．登録 

３－１．登録査定 

 ・登録査定の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・通常の意匠出願と異なり、登録査定後の納付はありません。 

  料金は国際出願時に「基本手数料」「公開手数料」「指定手数料(日本の場合は個別指定手数料)」 

という形で支払われています。 

 ・登録査定となったところで、設定登録となります。（意匠法６０条の１３） 

 ・登録査定になって場合、拒絶の取下げの通報が特許庁→WIPO→出願人に送られます。 

  ここには国内の代理人は介在しません。 

 

３－２．登録 

 ・登録の入力です。 
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 ・「登録」入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限は国際登録日から２０年で設定されます。 

 ・年金期限は設定されません。 

 

３－３．登録公報 

 ・登録公報の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・以降の手続きはありません。 
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４．拒絶確定（消滅） 

 国際意匠登録出願が取り下げられた時及び拒絶が確定した場合、個別指定手数料の返還請求を行う 

 ことができる。 

 

４－１．拒絶の確定 

 

 拒絶査定又は拒絶審決に対して出訴しなかった場合、査定または審決が確定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・拒絶の確定は「拒絶確定」を入力します。６か月後に「返還請求」期限をセットします。 

 

 ・「拒絶確定」入力後の出願台帳画面です。「返還請求」期限がセットされています。 
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 ４－２．個別指定手数料返還請求 

 

 ・個別指定手数料の返還請求は「返還請求」で入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「返還請求」入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・応答期限がクリアされています。 

 

 

 

 

 

 


